
 

インターネットによる求人情報 

 内容 

募集者 埼玉県教育委員会 

募集職種 スクールソーシャルワーカー（令和６年度追加募集） 

職務内容 

 

(1) 問題を抱える児童等が置かれた環境への働き掛け 

(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 

(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援 

(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 

(5) 教職員への研修活動等 

(6) 校内のいじめ防止等の対策の組織に関すること 

勤務時間・曜日

等※変更にな

る場合がござ

います。 

ア 市町村教育委員会 

原則年間９０日以内の勤務（週２日以内の勤務） 

午前８時３０分から午後５時００分までのうち連続した６時間（休憩時

間を除く。） 

割振りは、別途所属長が定める。 

イ 県立高等学校（全日制課程） 

原則年間４５日～１３５日以内の勤務（週１日～週３日以内の勤務） 

午前８時３０分から午後５時００分までのうち連続した６時間（休憩時

間を除く。） 

割振りは、別途所属長が定める。 

ウ 県立高等学校（定時制課程） 

原則年間１３５日以内の勤務（週３日以内の勤務） 

午前８時３０分から午後９時４５分までのうち連続した６時間（休憩時

間を除く。） 

割振りは、別途所属長が定める。 

エ 県内各教育事務所 

原則年間１３５日以内の勤務（週３日以内の勤務） 

午前８時３０分から午後５時００分までのうち連続した６時間（休憩時

間を除く。） 

割振りは、別途所属長が定める。 

応募資格 令和６年３月３１日時点で、以下のアまたはイの要件を満たす者 

ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 

イ 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、

過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績がある者 

※ただし、地方公務員法第１６条の欠格事項に該当する者（次のいずれ

かに該当する者）は対象となりません。 

・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

・埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 



 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条

から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した者 

・平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

選考方法 選考方法 書類審査及び面接 

   面接審査 出願者を対象に、面接による選考を行います。 

   面接日  書類提出後、電話にて日程等を確認後に通知します。  

必要経験年数 無し 

採用時期 令和６年４月１日以降の採用日から令和７年３月３１日まで 

給与 

 

ア 日額 １０，０４０円（予定） 

イ 期末手当 報酬月額に期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た

額を支給 

※原則として、一会計年度における任期が６か月以上で、基準日（６月

１日、１２月１日）に在職する者に支給 

ウ 費用弁償 通勤、出張に係る交通費相当分を別途支給 

必要書類 

 

⑴ 必要書類について 

① 「令和６年度埼玉県スクールソーシャルワーカー調書（追加募集）」 

② 採用結果通知用の封筒 

※角形３号（120×235mm）封筒に 120 円切手を貼り、自分の住所・氏名

を記入してください。 

③ 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を証明する書類 

※厚生労働省が発行した登録証明書の写し。 A4 判の用紙で提出できる

ように、適宜縮小、拡大する。 

⑵ 留意事項 

ア 上記①「令和６年度埼玉県スクールソーシャルワーカー調書（追加募

集）」は、埼玉県生徒指導課のホームページからダウンロードし、両面

印刷をして提出してください。 

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/chutai-boushi/r3_ssw.html 

イ 上記③については、面接日に資格の確認を行いますので、必ず原本を

持参してください。 

ウ 応募の際に提出した書類は返却しません。 

応募方法・書類

提出先 

⑴ 申込先 埼玉県教育局県立学校部生徒指導課  総務・登校支援・中退

防止担当 

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1（埼玉県庁第二庁舎４階） 

電 話 ０４８－８３０－６７４５ 

⑵ 提出方法 郵送のみ 

※封筒の表に「スクールソーシャルワーカー採用選考（追加募集）書類

在中」と朱書きしてください。 



 

※簡易書留等によらない場合の事故については、一切責任を負いません。 

応募締切日 随時（採用が決定し次第、終了します。応募の前に電話にてご確認くだ

さい。） 

問合先 埼玉県教育局県立学校部生徒指導課 総務・登校支援・中退防止担当 

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1（埼玉県庁第二庁舎４階） 

電 話 ０４８－８３０－６７４５ 

 


